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鳥
獣
被
害
対
策
調
査
特
別
委
員
会
報
告
書 

  

鳥
獣
被
害
対
策
調
査
特
別
委
員
会
の
調
査
・
検
討
結
果
に
つ
い
て
報
告
す
る
。 

本
委
員
会
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
に
関
す
る
諸
施
策
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
す
る
た
め
、
令
和
二
年
十
二
月
十
六
日
に
設
置
さ
れ
、

付
議
事
件
「
鳥
獣
被
害
対
策
に
関
す
る
諸
施
策
に
つ
い
て
」
を
受
け
、「
拡
大
す
る
鳥
獣
被
害
の
現
状
と
防
止
・
軽
減
対
策
に
つ
い
て
」

を
調
査
項
目
と
し
た
。 

  

調
査
項
目
に
つ
い
て
、
県
関
係
部
局
か
ら
県
施
策
の
概
要
及
び
県
内
の
現
状
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
合
同
会
社
東
北
野
生
動

物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー
、
農
林
水
産
省
及
び
仙
台
市
よ
り
参
考
人
を
招
致
し
て
意
見
を
聴
取
し
、
さ
ら
に
、
県
内
の
実
情
を
把
握

す
る
た
め
、
大
崎
市
、
村
田
町
及
び
石
巻
市
の
取
組
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
た
ほ
か
、
他
県
の
事
例
を
参
考
に
す
る
た
め
、
群

馬
県
、
栃
木
県
及
び
株
式
会
社
馬
頭
む
ら
お
こ
し
セ
ン
タ
ー
の
取
組
な
ど
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。 

 

そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

一 

現
状
と
課
題 

 

１ 

野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
の
現
状
に
つ
い
て 

 
 

㈠ 

農
業
分
野
に
お
け
る
被
害
に
つ
い
て 

 
 

 
 

本
県
の
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
額
は
、
平
成
二
十
六
年
度
の
二
億
九
百
九
十
四
万
円
を
ピ
ー
ク
と
し
て
平
成
二
十

七
年
度
は
一
億
三
千
八
百
七
十
万
円
と
減
少
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
増
減
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
令
和
元
年
度
は
一
億
五

千
六
百
六
十
二
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
ピ
ー
ク
時
か
ら
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
東
日
本
大
震
災
以
前
の
平
成
二
十
一
年

度
と
比
較
す
る
と
、
被
害
額
は
二
倍
近
く
に
増
え
て
い
る
状
況
に
あ
る
。 



 

2 

 
 

 
 

令
和
元
年
度
の
被
害
額
を
鳥
獣
の
種
類
別
で
見
る
と
、
特
に
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
被
害
が
約
五
割
を
占
め
て
お
り
、
発
生
地

域
は
二
十
六
市
町
村
に
上
る
。
次
い
で
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
よ
る
被
害
が
約
一
割
を
占
め
、
発
生
地
域
は
五
市
町
に
上
る
。
こ
の

ほ
か
、
獣
類
で
は
ハ
ク
ビ
シ
ン
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
鳥
類
で
は
カ
ラ
ス
、
カ
モ
、
ス
ズ
メ
な
ど
に
よ
る
被
害

が
発
生
し
て
い
る
。 

な
お
、
作
物
別
で
見
る
と
、
稲
が
六
割
、
野
菜
が
二
割
弱
を
占
め
て
い
る
。 

 
 

 
 

鳥
獣
被
害
は
、
対
策
に
係
る
経
費
や
労
力
の
増
大
、
収
量
・
品
質
の
低
下
に
よ
る
営
農
意
欲
の
減
退
、
耕
作
放
棄
の
増
加

な
ど
に
も
進
展
し
、
被
害
額
と
し
て
数
字
に
表
れ
る
以
上
に
農
山
漁
村
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
近
年
は
、
イ
ノ

シ
シ
や
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
生
息
域
が
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
る
被
害
増
加
へ
の
対
応
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

㈡ 

森
林
・
林
業
分
野
に
お
け
る
被
害
に
つ
い
て 

 
 

 
 

ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
は
、
主
に
県
内
東
部
の
石
巻
・
気
仙
沼
・
登
米
地
域
で
造
林
木
の
食
害
が
発
生
し
て

お
り
、
再
造
林
を
進
め
る
上
で
支
障
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
食
害
で
下
層
植
生
が
消
失
す
る
こ
と
に
よ
り
、
森
林
の
土
砂

流
出
や
崩
壊
防
止
機
能
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
は
、
七
ヶ
宿
町
や
大
和
町
に
お
い
て
、
主
に
人
工
林
の
杉
の
樹
皮
を
剝
ぐ
「
皮
剝

ぎ
」
被
害
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
森
林
の
経
済
的
価
値
の
低
下
を
招
い
て
い
る
。 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
侵
入
防
止
柵
や
防
護
資
材
の
設
置
、
忌
避
剤
の
散
布
な
ど
の
対
策
が
必
要
と
な

り
、
森
林
整
備
に
係
る
経
費
の
か
か
り
増
し
と
な
る
こ
と
か
ら
、
低
コ
ス
ト
で
効
果
の
高
い
対
策
手
法
の
確
立
が
課
題
と
な

っ
て
い
る
。 

 
 

㈢ 

カ
ワ
ウ
に
よ
る
水
産
被
害
に
つ
い
て 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
カ
ワ
ウ
の
生
息
地
で
あ
っ
た
海
岸
付
近
の
樹
木
が
消
失
し
た
こ
と
に
伴
い
、
カ
ワ
ウ
の
生
息
域

が
内
陸
部
に
移
動
し
た
と
考
え
ら
れ
、
県
内
各
河
川
に
お
い
て
内
水
面
水
産
資
源
の
食
害
が
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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そ
の
生
息
状
況
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
は
約
千
羽
か
ら
二
千
六
百
羽
と
さ
れ
て
お
り
、
内
陸
部
の
地
域
活
性
化
の
一
端

を
担
う
内
水
面
漁
業
の
振
興
を
図
る
上
で
障
害
に
な
っ
て
い
る
。 

県
で
は
、
県
内
水
面
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
・
内
水
面
漁
業
協
同
組
合
が
主
体
と
な
り
、
追
い
払
い
な
ど
を
行
っ
て
い
る

も
の
の
、
被
害
実
態
が
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
関
係
機
関
と
協
力
し
て
被
害
実
態
等
を
把
握
し
た
上
で
、
速
や

か
に
効
果
的
な
対
策
手
法
を
確
立
し
、
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
、
被
害
の
拡
大
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
。 

㈣ 

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
人
身
被
害
に
つ
い
て 

 
 

 
 

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
人
身
被
害
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
度
は
六
件
で
、
死
亡
事
故
も
一
件
発
生
し
た
。
令
和
二
年
度

は
一
件
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
、
人
身
被
害
が
毎
年
度
発
生
し
て
お
り
、
ま
た
、
全
国
的
に
も
ツ
キ
ノ
ワ
グ

マ
が
市
街
地
へ
出
没
す
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
人
身
被
害
の
防
止
に
向
け
た
取
組
等
を
進
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
。 

 

２ 

鳥
獣
被
害
の
防
止
・
軽
減
対
策
に
つ
い
て 

 
 

㈠ 

「
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
に
係
る
取
組
等
に
つ
い
て 

「
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
鳥
獣
被
害
防
止
特
別
措

置
法
」
と
い
う
。
）
は
、
鳥
獣
被
害
の
深
刻
化
を
踏
ま
え
、
市
町
村
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
す
る
被
害
防
止
の
た
め
の
総
合
的

な
取
組
を
支
援
す
る
も
の
で
、
平
成
十
九
年
に
成
立
し
た
。 

 
 

 
 

同
法
に
基
づ
き
、
被
害
防
止
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
に
対
し
て
は
、
農
林
水
産
省
補
助
事
業
「
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対

策
交
付
金
」
に
よ
る
支
援
や
、
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
る
狩
猟
人
材
の
確
保
な
ど
の
施
策
を
推
進
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 

⑴ 

鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
の
活
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

市
町
村
被
害
防
止
計
画
は
県
内
で
三
十
二
市
町
村
が
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
対
策
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
鳥
獣
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被
害
対
策
実
施
隊
は
二
十
八
市
町
村
が
設
置
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

同
交
付
金
で
の
主
な
支
援
内
容
と
し
て
は
、
有
害
鳥
獣
捕
獲
に
係
る
経
費
の
補
助
、
わ
な
等
の
捕
獲
機
材
購
入
費
の
補

助
、
捕
獲
技
術
向
上
等
の
た
め
の
研
修
会
の
実
施
、
侵
入
防
止
柵
や
解
体
処
理
施
設
等
の
整
備
、
放
置
果
樹
の
伐
採
や
刈

り
払
い
等
の
生
息
環
境
の
管
理
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
令
和
三
年
度
は
、
同
交
付
金
を
活
用
し
て
、
県
内
三
箇
所
に
合

計
六
十
三
台
の
セ
ン
サ
ー
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
、
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
モ
デ
ル
（
撮
影
デ
ー
タ
に
基
づ
き
生
息
密
度
を
推
定
す
る
手

法
）
に
よ
る
県
内
の
イ
ノ
シ
シ
の
生
息
数
推
定
を
行
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
同
交
付
金
を
補
完
す
る
事
業
と
し
て
、
国
か
ら
の
割
当
て
が
不
足
し
た
場
合
に
、
県
単
独
で
補
助
す
る
取
組
を

平
成
三
十
年
度
か
ら
実
施
し
て
お
り
、
令
和
二
年
度
か
ら
は
不
足
分
の
全
額
を
補
助
し
て
い
る
。 

 
 

 

⑵ 

有
害
捕
獲
に
よ
る
捕
獲
頭
数
の
状
況
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

農
作
物
被
害
防
止
等
の
た
め
の
有
害
捕
獲
（
市
町
村
単
独
事
業
等
に
よ
る
捕
獲
を
含
む
。
）
に
よ
る
令
和
元
年
度
の
捕
獲

頭
数
は
、
イ
ノ
シ
シ
が
八
千
百
九
十
二
頭
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
二
千
八
百
六
十
六
頭
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
令
和
二
年
度
の
捕

獲
頭
数
は
、
イ
ノ
シ
シ
が
八
千
四
百
六
十
八
頭
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
四
千
九
十
六
頭
で
あ
り
、
被
害
の
多
い
イ
ノ
シ
シ
及
び

ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
集
中
し
、
捕
獲
を
進
め
て
い
る
。 

 
 

 

⑶ 

侵
入
防
止
柵
の
整
備
状
況
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

県
内
で
は
、
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
な
ど
を
活
用
し
て
、
電
気
柵
や
ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
柵
を
主
体
に
、
令

和
元
年
度
ま
で
に
約
千
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
侵
入
防
止
柵
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
侵
入
防
止
柵
設
置
の
効
果
を
持
続
さ
せ

て
い
く
た
め
に
は
、
侵
入
防
止
柵
の
適
正
な
維
持
管
理
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
見
回
り
に
よ
る
日
常
管
理

を
継
続
し
て
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 
 

 

⑷ 

解
体
処
理
施
設
等
の
整
備
状
況
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

捕
獲
さ
れ
た
鳥
獣
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
多
く
で
埋
設
処
理
を
行
っ
て
い
る
が
、
埋
設
場
所
の
確
保
や
作
業
労
力
の
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軽
減
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
広
域
行
政
事
務
組
合
の
焼
却
施
設
に
お
い
て
処
分
す
る
市
町
も
出
て

き
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
蔵
王
町
、
白
石
市
、
村
田
町
、
川
崎
町
及
び
丸
森
町
で
は
、
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金

な
ど
を
活
用
し
、
事
前
処
理
の
た
め
の
解
体
処
理
施
設
や
減
容
化
処
理
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

⑸ 
野
生
鳥
獣
を
寄
せ
付
け
な
い
環
境
管
理
の
取
組
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

県
で
は
、
県
内
に
モ
デ
ル
地
区
を
設
置
し
、
集
落
ぐ
る
み
の
鳥
獣
被
害
対
策
の
取
組
を
支
援
し
て
お
り
、
令
和
二
年
度

ま
で
に
十
四
地
区
で
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
モ
デ
ル
地
区
の
取
組
事
例
を
研
修
会
や
会
議
等
で
紹
介
す
る
こ
と
で
、
他

地
域
へ
の
普
及
を
図
っ
て
い
る
。 

 
 

 

⑹ 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
技
術
の
活
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

県
内
で
は
、
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
を
活
用
し
て
、
わ
な
用
受
信
器
、
セ
ン
サ
ー
カ
メ
ラ
な
ど
を
導
入
し
、

わ
な
設
置
後
の
見
回
り
労
力
の
軽
減
な
ど
効
率
化
を
図
る
取
組
が
進
ん
で
お
り
、
令
和
元
年
度
ま
で
に
十
六
市
町
の
協
議

会
で
導
入
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

⑺ 

捕
獲
技
術
等
向
上
対
策
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

県
の
主
催
で
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
を
対
象
と
し
た
研
修
会
を
開
催
し
て
い
る
ほ
か
、
新
た
な
担
い
手
の
確
保
策
と
し

て
、
県
農
業
大
学
校
で
の
鳥
獣
被
害
対
策
に
関
す
る
講
義
も
実
施
し
て
い
る
。 

 
 

㈡ 

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
係
る
取
組
等
に
つ
い
て 

 
 

 
 

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
鳥
獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。
）
は
、
生
物

多
様
性
の
確
保
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
農
林
水
産
業
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
鳥
獣
の
捕
獲
等

の
規
制
、
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
、
狩
猟
制
度
等
に
関
す
る
事
項
を
規
定
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

同
法
に
基
づ
き
、
集
中
的
か
つ
広
域
的
に
管
理
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
お
け
る
個
体
数
調

整
の
対
象
と
な
る
指
定
管
理
鳥
獣
と
し
て
、
国
は
イ
ノ
シ
シ
及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
指
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
生
息
数
が
著
し
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く
増
加
又
は
生
息
域
が
拡
大
し
て
お
り
、
管
理
を
図
る
た
め
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
第
二
種
特
定
鳥
獣
と
し
て
、
県
は

イ
ノ
シ
シ
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
及
び
ニ
ホ
ン
ザ
ル
を
指
定
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

県
で
は
、
こ
れ
ら
の
第
二
種
特
定
鳥
獣
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
を
計
画
期
間
と
し
て
「
第
二
種

特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
毎
年
度
当
該
鳥
獣
の
管
理
事
業
実
施
計
画
を
策
定
し
、
個
体
数
の
適
正
管

理
や
必
要
な
管
理
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。 

 
 

 

⑴ 

「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
基
づ
く
個
体
数
調
整
等
の
推
進
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

イ
ノ
シ
シ
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
を
活
用
し
、
生
息
調
査
等
を
実
施
し
、
そ
の
結

果
を
踏
ま
え
て
策
定
し
た
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
個
体
数
調
整
の
強
化
を
図
っ
て
お
り
、
令
和
元
年
度
の
捕
獲
実
績
は
、

イ
ノ
シ
シ
が
千
七
十
七
頭
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
三
百
一
頭
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
令
和
二
年
度
の
捕
獲
実
績
は
、
イ
ノ
シ
シ
が

三
千
百
九
十
四
頭
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
六
百
十
一
頭
で
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 

さ
ら
に
、
野
生
鳥
獣
の
捕
獲
促
進
及
び
被
害
防
止
対
策
の
強
化
の
た
め
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
大
河
原
地
方
振
興
事

務
所
林
業
振
興
部
に
鳥
獣
被
害
対
策
専
門
指
導
員
等
を
配
置
し
、
令
和
三
年
度
は
十
人
体
制
で
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
等
を
実

施
し
て
い
る
。 

 
 

 

⑵ 

県
内
の
狩
猟
免
許
所
持
者
数
に
つ
い
て 

県
内
の
狩
猟
免
許
所
持
者
数
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
狩
猟
免
許
所
持
者
全
体
で
見
れ
ば
近
年
は
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の

の
、
令
和
二
年
度
の
狩
猟
免
許
所
持
者
数
は
、
十
年
前
の
平
成
二
十
二
年
度
と
比
較
す
る
と
、
わ
な
猟
免
許
所
持
者
数
は

増
加
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
銃
猟
免
許
所
持
者
数
は
減
少
し
て
い
る
。 

 
 

 

⑶ 

狩
猟
者
確
保
対
策
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

県
で
は
、
狩
猟
経
験
の
浅
い
者
や
狩
猟
に
関
心
の
あ
る
者
を
対
象
に
「
新
人
ハ
ン
タ
ー
養
成
講
座
」
を
開
催
し
、
有
害

鳥
獣
捕
獲
の
担
い
手
を
育
成
・
確
保
し
て
い
る
ほ
か
、
令
和
二
年
度
か
ら
は
、
狩
猟
免
許
を
取
得
し
て
間
も
な
い
者
を
対
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象
に
「
新
米
ハ
ン
タ
ー
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
講
座
」
を
開
催
し
、
若
手
狩
猟
者
の
技
術
向
上
を
支
援
し
て
い
る
。
ま
た
、
狩
猟

免
許
試
験
の
受
験
機
会
の
確
保
の
た
め
、
狩
猟
免
許
試
験
の
開
催
場
所
の
分
散
化
や
休
日
の
試
験
開
催
、
わ
な
猟
限
定
の

試
験
回
数
を
増
や
す
な
ど
、
受
験
者
の
利
便
性
の
向
上
に
努
め
て
お
り
、
令
和
二
年
度
は
、
市
町
村
か
ら
の
要
望
に
応
じ

て
、
大
崎
市
で
わ
な
猟
限
定
の
狩
猟
免
許
試
験
を
実
施
し
て
い
る
。 

 
 

㈢ 

森
林
・
林
業
分
野
に
お
け
る
防
止
・
軽
減
対
策
に
つ
い
て 

 
 

 
 

県
で
は
、
食
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
で
造
林
を
行
う
場
合
、
防
鹿
柵
な
ど
の
侵
入
防
止
柵
や
防
護
資
材
の
設
置
、
忌
避

剤
の
散
布
な
ど
の
対
策
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
補
助
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
事
例
集
な
ど
を
発
行
し
て
被
害
防
止
対
策
の

普
及
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
に
合
っ
た
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
効
果
的
な
捕
獲
手
法
の
実
証
試
験
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。 

 
 

㈣ 

カ
ワ
ウ
に
よ
る
水
産
被
害
対
策
に
つ
い
て 

県
で
は
、
カ
ワ
ウ
の
生
息
状
況
調
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
内
水
面
漁
業
協
同
組
合
と
協
力
し
て
被
害
量
の
推
定
に
取

り
組
ん
で
お
り
、
駆
除
し
た
カ
ワ
ウ
の
胃
の
内
容
物
か
ら
、
ア
ユ
や
サ
ケ
等
の
重
要
な
内
水
面
水
産
資
源
の
食
害
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
た
め
、
県
で
は
、
令
和
三
年
度
以
降
、
関
係
機
関
と
協
議
し
、
被
害
対
策
指
針
を
策
定
す
る
予
定
と
し
て
お
り
、
当

該
指
針
に
基
づ
き
、
効
果
的
な
個
体
群
管
理
や
被
害
防
除
対
策
を
確
立
し
、
県
内
水
面
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
・
内
水
面
漁

業
協
同
組
合
を
中
心
に
防
除
等
の
対
策
を
実
施
し
て
、
被
害
の
拡
大
を
防
い
で
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 

㈤ 

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
人
身
被
害
対
策
に
つ
い
て 

 
 

 

県
で
は
、
平
成
二
十
六
年
度
に
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
が
市
街
地
等
に
出
没
し
た
場
合
の
緊
急
捕
獲
許
可
フ
ロ
ー
図
を
定
め
、

各
地
方
振
興
事
務
所
、
宮
城
県
警
察
、
市
町
村
、
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
猟
友
会
と
共
有
し
、
出
没
の
通
報
か
ら
捕
獲
ま
で

に
至
る
関
係
者
の
役
割
分
担
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
県
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
出
没
情
報
、

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
遭
わ
な
い
方
法
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
の
対
応
法
な
ど
を
掲
載
し
、
注
意
喚
起
を
行
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っ
て
い
る
。 

３ 
野
生
イ
ノ
シ
シ
の
豚
熱
及
び
ア
フ
リ
カ
豚
熱
対
策
に
つ
い
て 

豚
熱
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
九
月
、
二
十
六
年
ぶ
り
に
国
内
で
発
生
し
た
。
令
和
三
年
一
月
末
現
在
、
十
三
府
県
で
防

疫
措
置
を
実
施
し
、
約
十
八
万
頭
の
豚
が
殺
処
分
さ
れ
た
。
ま
た
、
令
和
元
年
十
月
に
、
国
は
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染

病
防
疫
指
針
を
改
正
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
予
防
的
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
可
能
と
な
り
、
令
和
三
年
一
月
末
現
在
、
本
県
を
含
む

二
十
八
都
府
県
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
実
施
さ
れ
、
本
県
で
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
七
日
に
、
全
百
四
十
一
農
場
、
約
十
七
万

頭
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
完
了
し
て
い
る
。 

ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
一
月
末
現
在
、
国
内
で
の
発
生
事
例
は
な
い
も
の
の
、
ア
ジ
ア
で
は
、
平
成
三
十

年
八
月
に
中
国
で
発
生
し
て
以
来
、
十
三
箇
国
・
地
域
に
拡
大
し
て
お
り
、
日
本
へ
の
侵
入
リ
ス
ク
の
高
い
状
況
が
継
続
し
て

い
る
。 

今
後
は
、
養
豚
経
営
体
へ
の
ウ
イ
ル
ス
の
侵
入
防
止
の
強
化
を
含
め
た
飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
徹
底
や
指
導
助
言
の
強
化
、

ア
フ
リ
カ
豚
熱
を
想
定
し
た
防
疫
研
修
・
演
習
の
実
施
、
野
生
イ
ノ
シ
シ
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
検
査
の
強
化
な
ど
の
対
策
を
進

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

４ 

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
放
射
性
物
質
に
係
る
鳥
獣
肉
の
出
荷
制
限
に
つ
い
て 

 
 

㈠ 

現
状 

 
 

 
 

鳥
獣
肉
（
以
下
「
ジ
ビ
エ
」
と
い
う
。
）
の
利
活
用
は
捕
獲
の
促
進
に
有
効
な
取
組
で
あ
る
が
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
事
故
の
影
響
に
よ
り
、
県
内
全
域
を
対
象
と
し
て
、
イ
ノ
シ
シ
及
び
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
四
年

六
月
二
十
五
日
付
け
で
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
三
日
付
け
で
出
荷
制
限
指
示
が
出
さ
れ
、
現

在
も
継
続
し
て
い
る
。 

こ
の
う
ち
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
取
り
扱
う
石
巻
市
内
の
二
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
国
と
調
整
し
た
結
果
、
全
頭
検
査
を
前
提
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と
し
た
県
の
出
荷
・
検
査
方
針
が
整
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
付
け
で
出
荷
制
限
が
解
除
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
女
川
町
内
の
一
事
業
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
令
和
二
年
七
月
二
十
七
日
付
け
で
出
荷
制
限
が
解
除
さ
れ
て

い
る
。 

 
 

㈡ 

ジ
ビ
エ
の
出
荷
制
限
指
示
へ
の
対
応
に
つ
い
て 

 
 

 
 

県
で
は
、
有
害
鳥
獣
捕
獲
等
に
よ
り
捕
獲
し
た
も
の
の
一
部
か
ら
検
体
を
採
取
し
て
、
検
体
中
の
放
射
性
物
質
を
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
検
査
し
て
お
り
、
検
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
国
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
県
民
に
情
報
提
供
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

全
頭
検
査
を
前
提
と
し
た
新
た
な
出
荷
制
限
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た
場
合
に
、
県
は
、
事

業
者
ご
と
に
全
頭
検
査
に
基
づ
く
出
荷
・
検
査
方
針
を
作
成
し
、
国
と
調
整
し
て
出
荷
制
限
の
解
除
に
向
け
た
手
続
を
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

そ
の
一
方
で
、
出
荷
制
限
の
影
響
に
よ
り
、
狩
猟
に
よ
る
捕
獲
頭
数
の
減
少
が
危
惧
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
十
分
な
捕
獲
圧

を
維
持
す
る
た
め
、
イ
ノ
シ
シ
及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
狩
猟
で
捕
獲
し
た
者
に
報
償
金
を
支
給
し
て
い
る
。 

 

二 

参
考
人
か
ら
の
意
見
聴
取 

 

１ 

合
同
会
社
東
北
野
生
動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー 
代
表
社
員 

宇
野 

壮
春 

氏 

 
 

 

東
北
野
生
動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー
で
は
、
東
北
地
方
を
中
心
に
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
イ
ノ
シ
シ
、
ニ
ホ
ン

ジ
カ
、
カ
モ
シ
カ
な
ど
の
大
・
中
型
哺
乳
類
を
対
象
と
し
た
調
査
・
研
究
や
、
地
域
に
お
け
る
鳥
獣
被
害
対
策
の
検
討
、
実
施

及
び
効
果
の
検
証
ま
で
を
総
合
的
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
業
務
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。 

宇
野
氏
は
、
近
年
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
が
深
刻
化
・
広
域
化
し
て
い
る
背
景
と
し
て
、
中
山
間
地
域
の
人
口
減
少
、
野

生
動
物
の
利
用
価
値
の
低
下
、
捕
獲
の
担
い
手
の
減
少
や
高
齢
化
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
補
助
金
等
に
よ

り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
等
を
活
用
し
た
効
果
的
・
効
率
的
な
捕
獲
技
術
等
を
導
入
し
て
も
、
地
域
に
お
い
て
正
し
い
対
策
知
識
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が
共
有
さ
れ
、
普
及
し
な
け
れ
ば
、
被
害
の
減
少
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
指
摘
し
た
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
被
害
対
策
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
合
意
形
成
を
経
て
、
地
域
独
自
の
課
題
や
費
用
対
効
果
等

を
勘
案
し
な
が
ら
、
地
域
全
体
で
持
続
可
能
な
管
理
手
法
を
作
り
上
げ
る
な
ど
、
地
域
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
継
続
的
に
実
施

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。 

 

２ 

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
農
村
政
策
部
鳥
獣
対
策
・
農
村
環
境
課 

課
長
補
佐 

伊
藤 

隆 

氏
、 

 
 

 

農
林
水
産
省
東
北
農
政
局
農
村
振
興
部
農
村
環
境
課 
 

課
長 

杉
山 

正
広 

氏
、
課
長
補
佐 

畠
中 

昭
二 

氏 

 
 

 

伊
藤
氏
ら
は
、
鳥
獣
被
害
の
現
状
と
対
策
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
述
べ
た
。 

 
 

 

全
国
の
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
額
は
、
平
成
二
十
二
年
度
を
ピ
ー
ク
と
し
て
年
々
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
高
止
ま

り
の
状
況
が
続
い
て
お
り
、
令
和
元
年
度
は
約
百
五
十
八
億
円
で
あ
っ
た
。
東
北
管
内
に
お
け
る
令
和
元
年
度
の
農
作
物
被
害

額
は
約
十
三
億
円
で
あ
り
、
県
別
で
は
、
山
形
県
、
岩
手
県
、
福
島
県
、
宮
城
県
、
青
森
県
、
秋
田
県
の
順
に
多
い
。
鳥
獣
種

別
の
被
害
額
は
、
イ
ノ
シ
シ
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
カ
ラ
ス
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
順
に
多
く
、
被
害
の
大
部
分
を
占

め
る
イ
ノ
シ
シ
及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
に
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
イ
ノ
シ
シ
の
生
息
域
が
北
上
し
て

い
る
こ
と
な
ど
の
影
響
で
、
東
北
管
内
で
は
増
加
し
て
い
る
。 

鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
で
は
、
野
生
鳥
獣
被
害
の
深
刻
化
・
広
域
化
に
対
応
す
る
た
め
、
捕
獲
活
動
や
侵
入
防
止

柵
・
焼
却
施
設
の
整
備
な
ど
、
地
域
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
対
策
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
、
多
面

的
機
能
支
払
交
付
金
や
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
で
も
、
鳥
獣
被
害
対
策
推
進
枠
を
設
け
、
集
落
等
を
単
位
と
し
た
鳥

獣
被
害
対
策
に
対
す
る
支
援
も
行
っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
有
害
鳥
獣
を
マ
イ
ナ
ス
の
存
在
か
ら
プ
ラ
ス
の
存
在
に
変
え
る
取
組
と
し
て
、
ジ
ビ
エ
利
用
の
拡
大
に
向
け
た
取

組
を
支
援
し
て
お
り
、
国
で
は
、
令
和
七
年
度
の
ジ
ビ
エ
利
用
量
を
四
千
ト
ン
（
令
和
元
年
度
の
約
二
倍
）
に
す
る
と
い
う
目

標
を
掲
げ
、
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
に
お
い
て
、
処
理
加
工
施
設
の
整
備
に
係
る
補
助
や
放
射
性
物
質
に
よ
る
出
荷
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制
限
解
除
に
向
け
た
検
査
費
用
の
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。 

 
 

 
こ
の
ほ
か
、
令
和
三
年
六
月
に
鳥
獣
被
害
防
止
特
別
措
置
法
が
改
正
さ
れ
、
都
道
府
県
は
、
被
害
防
止
を
目
的
と
し
た
複
数

の
市
町
村
界
を
ま
た
ぐ
よ
う
な
広
域
的
な
捕
獲
対
策
等
を
実
施
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
国
は
そ
の
た
め
に
必
要
な
費
用
に
つ
い

て
の
支
援
を
行
っ
て
い
く
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。 

 

３ 

仙
台
市
環
境
局
環
境
部
環
境
共
生
課 

課
長 

金
久
保 

美
喜 

氏
、
環
境
共
生
係
長 

川
満 

尚
樹 

氏
、 

 
 

 

仙
台
市
経
済
局
農
林
部
農
業
振
興
課 

課
長 

鈴
木 

中 

氏
、
地
域
支
援
係
長 

眞
野 

英
明 

氏 

 
 

 

金
久
保
氏
は
、
仙
台
市
に
お
け
る
鳥
獣
被
害
の
う
ち
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
被
害
の
現
状
と
対
策
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
述
べ
た
。 

 
 

 

仙
台
市
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
人
身
被
害
に
つ
い
て
は
、
過
去
十
年
間
で
平
成
二
十
八
年
度
の
五
件
の
み
で
あ
り
、
死
亡

事
案
は
発
生
し
て
い
な
い
。
出
没
件
数
は
例
年
二
百
件
前
後
で
推
移
し
て
い
る
も
の
の
、
数
年
に
一
度
多
く
な
る
傾
向
が
見
ら

れ
、
平
成
二
十
八
年
度
と
令
和
二
年
度
は
出
没
件
数
が
四
百
件
を
超
え
、
例
年
に
比
べ
て
多
い
年
と
な
っ
た
が
、
そ
の
要
因
の

一
つ
と
し
て
、
ブ
ナ
と
ミ
ズ
ナ
ラ
が
共
に
凶
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
令
和
二
年
度
は
、
都
市
計
画
上
の
市

街
化
区
域
で
の
出
没
件
数
が
全
体
の
約
二
十
五
％
を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
人
身
被
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
高
い
状
況
で

あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。 

 
 

 

被
害
防
止
の
た
め
の
啓
発
に
つ
い
て
は
、
出
没
が
多
い
地
域
を
中
心
に
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
対
策
の
市
民
講
座
を
開
催
し
、
ツ
キ

ノ
ワ
グ
マ
を
人
里
に
引
き
寄
せ
な
い
た
め
の
方
策
な
ど
の
啓
発
を
実
施
し
て
い
る
ほ
か
、
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
等
に
よ
る
出

没
情
報
の
速
や
か
な
情
報
発
信
に
よ
り
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
令
和
三
年
三
月
に
は
、「
せ
ん
だ
い
チ
ュ
ー
ブ
」（
仙

台
市
公
式
動
画
チ
ャ
ン
ネ
ル
）
に
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
が
出
没
し
や
す
い
地
点
や
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
時
の
対

処
方
法
な
ど
を
紹
介
し
た
啓
発
動
画
を
公
開
す
る
な
ど
、
よ
り
多
く
の
市
民
に
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
習
性
や
対
策
等
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
の
取
組
も
実
施
し
て
い
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。 
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鈴
木
氏
ら
は
、
仙
台
市
に
お
け
る
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
述
べ
た
。 

 
 

 
有
害
鳥
獣
に
よ
る
仙
台
市
の
農
作
物
被
害
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
例
年
、
被
害
額
の
大
部
分
を
イ
ノ
シ
シ
が
占
め
て
お
り
、

イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
頭
数
も
平
成
三
十
年
度
以
降
は
急
激
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
害
軽
減
の
た
め
に
は
イ
ノ
シ
シ
対
策

が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
は
市
街
地
で
の
イ
ノ
シ
シ
の
目
撃
例
が
増
え
て
お
り
、
市
街
地
で
の
生
活
被
害
や
人
身
被
害
も

懸
念
さ
れ
る
た
め
、
農
業
者
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
市
街
地
の
住
民
に
対
し
て
も
、
イ
ノ
シ
シ
被
害
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動

を
行
う
な
ど
の
き
め
細
か
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。 

 
 

 

こ
れ
ま
で
の
仙
台
市
の
取
組
の
う
ち
、
防
除
に
つ
い
て
は
、
集
落
全
体
の
農
地
を
防
護
す
る
も
の
と
し
て
ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ
シ

ュ
柵
を
、
個
々
の
農
地
を
防
護
す
る
も
の
と
し
て
電
気
柵
を
市
内
各
地
に
設
置
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
柵
の
平
成
二
十
一
年

度
か
ら
の
設
置
総
延
長
は
、
ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
柵
が
約
三
百
七
十
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
電
気
柵
が
約
四
百
二
十
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
と
な
る
。 

捕
獲
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
度
に
仙
台
市
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
を
設
置
し
、
隊
員
は
市
の
非
常
勤
の
公
務
員
と
し
て

任
命
さ
れ
、
五
つ
の
隊
が
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
区
域
に
お
い
て
、
市
の
公
務
と
し
て
主
体
的
に
わ
な
の
見
回
り
や
捕
獲
等
を
行
っ

て
い
る
。
ま
た
、
捕
獲
の
効
率
化
と
捕
獲
従
事
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
捕
獲
シ
ス
テ
ム
を
平
成
三

十
年
度
か
ら
導
入
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
域
ぐ
る
み
の
捕
獲
対
策
と
し
て
、
平
成
二
十
七
年
三
月
か
ら
、
狩
猟
免
許
を
有
し

な
い
捕
獲
従
事
者
容
認
事
業
と
し
て
、
地
域
住
民
が
箱
わ
な
の
設
置
や
見
回
り
な
ど
の
活
動
に
参
加
で
き
る
制
度
を
創
設
し
、

令
和
三
年
七
月
一
日
時
点
で
市
内
四
十
二
地
区
、
合
計
五
百
七
十
五
人
が
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
に
従
事
し
て
お
り
、
実
施
隊
員
の

負
担
軽
減
と
地
域
の
自
主
防
除
意
識
の
高
揚
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。 

 
 

 

有
害
鳥
獣
対
策
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
捕
獲
後
の
個
体
処
理
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
イ
ノ
シ
シ
の
解
体
に
は
相
応
の

手
間
と
技
術
が
必
要
で
あ
り
、
実
施
隊
員
や
地
域
住
民
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
令
和
二
年
度
か
ら
は
民
間
企

業
が
所
有
す
る
解
体
処
理
場
を
活
用
し
、
捕
獲
し
た
個
体
の
解
体
作
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
更
な
る
処
理
作
業
の
負
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担
軽
減
に
向
け
て
、
施
設
整
備
等
を
含
め
た
広
域
的
な
取
組
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。 

ま
た
、
ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
柵
の
維
持
管
理
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
維
持
管
理
は
地
区
の
農
業
者
団
体
が
行
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
地
域
の
高
齢
化
に
よ
り
、
点
検
・
補
修
に
係
る
人
材
の
不
足
や
、
補
修
資
材
等
に
係
る
費
用
な
ど
、
維
持
管
理

に
係
る
負
担
は
地
域
に
と
っ
て
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
令
和
三
年
度
か
ら
は
、
仙
台
市
農
作
物
有
害
鳥
獣
対

策
協
議
会
で
ま
と
め
て
補
修
資
材
を
購
入
し
て
地
域
に
配
布
す
る
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
防
除
は
長
期
的

な
取
組
と
な
る
た
め
、
今
後
も
柵
周
辺
の
草
刈
り
を
行
う
な
ど
の
適
切
な
維
持
管
理
が
不
可
欠
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
活

力
を
維
持
す
る
た
め
の
継
続
的
な
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。 

 
 

 

さ
ら
に
、
鈴
木
氏
は
、
イ
ノ
シ
シ
は
繁
殖
力
・
学
習
能
力
が
高
い
こ
と
か
ら
、
永
続
的
に
効
果
が
あ
る
抜
本
的
な
対
策
を
講

じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
指
摘
し
、
個
体
の
捕
獲
の
ほ
か
、
イ
ノ
シ
シ
を
集
落
に
寄
せ
付
け
な
い
た
め
の
環
境
整
備
、
物
理

的
に
侵
入
を
遮
断
す
る
防
除
と
い
う
三
つ
の
対
策
を
地
域
と
行
政
が
一
丸
と
な
っ
て
今
後
も
粘
り
強
く
取
り
組
ん
で
い
く
必
要

が
あ
る
と
指
摘
し
た
。 

 

三 

県
内
調
査 

 

１ 

大
崎
市 

大
崎
市
で
は
、
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
農
作
物
等
へ
の
被
害
が
増
加
し
て
お
り
、
捕
獲
頭
数
は
令
和
元
年
度
が
二
百
七
十
八
頭
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
令
和
二
年
度
は
六
百
九
十
頭
と
約
二
・
五
倍
に
増
加
し
て
お
り
、
増
加
率
は
県
内
の
市
町
村
の
中
で
最

も
高
か
っ
た
。
イ
ノ
シ
シ
は
岩
出
山
地
区
や
鳴
子
地
区
を
中
心
に
出
没
し
て
お
り
、
令
和
二
年
度
の
捕
獲
頭
数
は
二
地
区
合
わ

せ
て
五
百
九
十
一
頭
と
な
り
、
大
崎
市
全
体
で
の
捕
獲
頭
数
の
約
八
十
五
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
捕
獲
の
担
い
手
を
確
保

す
る
た
め
、
狩
猟
免
許
取
得
や
く
く
り
わ
な
捕
獲
に
対
す
る
助
成
、
大
崎
市
で
の
狩
猟
免
許
試
験
の
開
催
な
ど
を
行
っ
た
こ
と

で
、
大
崎
市
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
の
隊
員
数
は
、
令
和
三
年
度
に
百
五
十
一
人
と
な
り
、
令
和
二
年
度
に
比
べ
て
二
十
一
人
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の
増
員
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
地
域
ぐ
る
み
の
捕
獲
対
策
と
し
て
、
農
作
物
野
生
鳥
獣
被
害
対
策
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
古
谷
益
朗

氏
を
招
い
て
、
実
施
隊
の
隊
員
の
み
な
ら
ず
、
地
域
関
係
者
も
対
象
と
し
た
イ
ノ
シ
シ
被
害
対
策
等
に
関
す
る
研
修
会
を
定
期

的
に
開
催
し
て
お
り
、
地
域
全
体
で
鳥
獣
被
害
対
策
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
機
会
を
設
け
て
い
る
。 

有
害
鳥
獣
の
侵
入
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
県
の
み
や
ぎ
環
境
税
等
を
活
用
し
、
圃
場
周
辺
へ
の
ソ
ー
ラ
ー
電
気
柵
等
の
導

入
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
三
年
六
月
末
ま
で
合
計
三
百
七
十
件
の
補
助
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
鳥
獣
被
害
防
止

総
合
対
策
交
付
金
等
を
活
用
し
て
、
被
害
が
比
較
的
大
き
い
鳴
子
、
岩
出
山
地
区
を
中
心
に
侵
入
防
止
物
理
柵
の
設
置
も
行
っ

て
お
り
、
平
成
三
十
年
度
か
ら
の
設
置
総
延
長
は
、
約
五
十
四
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
大
崎
市
で
は
、
今
後
も
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
頭
数
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
と
と
も
に
、
個
体
を
焼
却
処
理
し
て
い
る

施
設
の
廃
炉
も
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
捕
獲
し
た
個
体
の
新
た
な
処
理
方
法
と
し
て
ジ
ビ
エ
の
利
活
用
を
検
討
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
の
環
境
整
備
や
食
肉
加
工
処
理
施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て
の
検
討
を
、
令
和
四
年
度
か
ら
行
う
予
定
で
あ
る
こ

と
な
ど
の
説
明
を
受
け
た
。 

次
に
、
大
崎
市
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
で
あ
る
齋
藤
昭
博
氏
、
大
井
川
清
純
氏
、
西
澤
誠
弘
氏
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
発

言
が
あ
っ
た
。 

齋
藤
氏
か
ら
は
、
会
社
員
が
銃
猟
免
許
を
取
得
す
る
場
合
に
は
、
何
度
も
平
日
に
休
暇
を
取
得
し
て
、
管
轄
の
警
察
署
に
お

い
て
猟
銃
所
持
の
た
め
の
手
続
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
点
が
若
年
層
の
免
許
取
得
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。 

大
井
川
氏
か
ら
は
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
捕
獲
許
可
決
定
に
基
づ
い
て
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
捕
獲
を
開
始
す
る
頃
に
は
既
に
捕
獲

対
象
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
移
動
し
て
お
り
、
捕
獲
に
至
ら
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
速
や
か
な
捕
獲
許
可
決
定
が
必
要
で
あ
る

と
の
意
見
が
あ
っ
た
。 

西
澤
氏
か
ら
は
、
田
尻
地
区
の
特
徴
と
し
て
、
地
区
の
総
面
積
の
約
半
分
に
当
た
る
三
千
六
十
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
国
指
定
の
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鳥
獣
保
護
区
に
、
そ
の
う
ち
四
百
二
十
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
と
し
て
特
別
保
護
地
区
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

他
の
地
域
と
比
べ
て
狩
猟
活
動
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。 

最
後
に
、
大
崎
市
か
ら
次
の
三
点
が
要
望
さ
れ
た
。 

㈠ 

イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
数
増
加
に
伴
い
、
減
容
化
処
理
施
設
や
ジ
ビ
エ
利
活
用
の
た
め
の
食
肉
加
工
処
理
施
設
の
整
備
及
び
新

た
な
侵
入
防
止
物
理
柵
の
設
置
が
必
要
と
な
る
た
め
、
国
か
ら
の
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
を
十
分
に
確
保
す
る
と

と
も
に
、
鳥
獣
被
害
対
策
に
係
る
県
独
自
の
支
援
も
強
化
し
て
ほ
し
い
。 

㈡ 

ジ
ビ
エ
利
活
用
に
係
る
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
野
生
鳥
獣
肉
の
出
荷
制
限
等

の
指
示
に
つ
い
て
、
県
に
お
い
て
、
国
に
対
し
て
早
期
の
一
部
解
除
に
向
け
た
手
続
等
を
行
っ
て
ほ
し
い
。 

㈢ 

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
等
へ
の
被
害
は
、
県
内
各
地
に
拡
大
し
て
お
り
、
防
疫
上
の
観
点
か
ら
も
広
域
的
な
対
策
の
強

化
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
県
が
主
体
と
な
っ
て
、
市
町
村
の
枠
を
超
え
た
広
域
的
な
捕
獲
対
策
等
を
実
施
し
て
ほ
し
い
。 

 

２ 

村
田
町 

 
 

 

村
田
町
で
は
、
平
成
二
十
三
年
度
頃
か
ら
、
イ
ノ
シ
シ
の
生
息
域
が
宮
城
県
南
部
の
地
域
か
ら
北
に
急
速
に
拡
大
し
た
こ
と

な
ど
に
伴
い
、
イ
ノ
シ
シ
等
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
報
告
件
数
が
急
増
し
た
。
村
田
町
農
作
物
有
害
鳥
獣
対
策
協
議
会
が
中
心

と
な
り
、
村
田
町
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
を
推
進
し
た
結
果
、
イ
ノ
シ
シ
の
捕

獲
頭
数
は
増
加
し
た
が
、
捕
獲
個
体
を
埋
設
す
る
た
め
の
掘
削
作
業
が
捕
獲
者
の
大
き
な
負
担
と
な
り
、
処
分
方
法
の
軽
減
が

急
務
の
課
題
と
な
っ
た
。 

村
田
町
農
作
物
有
害
鳥
獣
対
策
協
議
会
に
お
け
る
検
討
の
結
果
、
捕
獲
者
の
負
担
を
可
能
な
限
り
軽
減
し
、
捕
獲
に
集
中
で

き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
解
体
で
は
な
く
分
解
処
理
が
可
能
な
施
設
の
設
置
が
望
ま
し
い
と
い
う
結
論
と
な
り
、
減
容
化

処
理
施
設
の
導
入
を
決
定
し
た
。 

こ
の
施
設
は
、
平
成
三
十
年
度
中
山
間
地
域
所
得
向
上
支
援
事
業
を
活
用
し
、
総
事
業
費
三
千
六
百
八
十
二
万
八
千
円
で
小
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泉
地
区
に
建
設
さ
れ
、
平
成
三
十
一
年
四
月
か
ら
供
用
を
開
始
し
て
い
る
。
六
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
程
度
の
個
体
で
あ
れ
ば
、
一
度

に
八
頭
を
投
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
お
が
く
ず
の
常
在
菌
に
よ
り
約
一
週
間
で
個
体
が
分
解
さ
れ
る
。
減
容
化
さ
れ
た
も
の
は

年
に
四
回
程
度
、
一
般
廃
棄
物
と
し
て
焼
却
処
分
し
て
お
り
、
年
間
の
処
理
能
力
は
四
百
二
十
頭
以
上
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

捕
獲
し
た
個
体
を
鳥
獣
分
解
処
理
装
置
の
処
理
槽
に
投
入
す
る
こ
と
で
分
解
と
減
容
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
施
隊
員
、
捕

獲
従
事
者
等
の
負
担
が
大
き
く
軽
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

３ 

石
巻
市 

 
 

 

石
巻
市
で
は
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
生
息
域
拡
大
に
よ
る
農
業
被
害
、
林
業
被
害
等
が
増
加
し
て
お
り
、
令
和
二
年
度
の
捕
獲
頭

数
は
、
く
く
り
わ
な
の
設
置
に
よ
り
集
落
周
辺
の
捕
獲
圧
を
強
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
過
去
最
高
の
二
千
九
百
五
十
九
頭
で

あ
っ
た
。
牡
鹿
半
島
及
び
内
陸
部
に
お
け
る
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
生
息
数
は
、
令
和
二
年
度
に
石
巻
専
修
大
学
に
委
託
し
て
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
牡
鹿
半
島
に
二
千
三
百
二
十
七
頭
、
北
上
川
南
岸
に
四
千
四
百
十
二
頭
、
北
上
川
北
岸
に
七
百
二
十
六
頭
で
、
合

計
七
千
四
百
六
十
五
頭
が
生
息
し
て
い
る
と
推
計
さ
れ
た
。
ま
た
、
令
和
二
年
度
は
イ
ノ
シ
シ
が
六
頭
捕
獲
さ
れ
て
お
り
、
イ

ノ
シ
シ
の
生
息
域
拡
大
に
よ
る
農
作
物
被
害
等
の
増
加
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
高
齢
化
に
伴
う
狩
猟
者
の
減
少
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
捕
獲
の
担
い
手
を
育
成
・
確
保
す
る
た
め
、
狩
猟
免
許

取
得
や
捕
獲
技
術
講
習
会
受
講
に
対
す
る
助
成
等
を
行
っ
て
い
る
。 

有
害
鳥
獣
の
侵
入
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
を
活
用
し
、
令
和
二
年
度
は
稲
井
地
区
及
び

大
川
地
区
に
ネ
ッ
ト
柵
を
設
置
し
、
ま
た
、
市
内
三
箇
所
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
を
活
用
し
た
大
型
の
囲
い
わ
な
を
設
置
す
る
こ
と
で
、

ニ
ホ
ン
ジ
カ
捕
獲
の
効
率
化
を
図
っ
て
い
る
。 

捕
獲
し
た
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
一
部
は
、
解
体
処
理
施
設
等
へ
搬
入
さ
れ
、
県
の
管
理
下
に
お
い
て
全
頭
検
査
を
行
い
、
放
射
性

セ
シ
ウ
ム
の
検
査
結
果
が
国
の
基
準
値
で
あ
る
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
百
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
出
荷
制

限
が
一
部
解
除
さ
れ
、
加
工
品
な
ど
が
市
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
や
道
の
駅
な
ど
で
販
売
さ
れ
て
い
る
。
令
和
二
年
度
は
百
六
十
一
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頭
が
ジ
ビ
エ
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
の
、
捕
獲
し
た
個
体
の
ほ
と
ん
ど
は
埋
設
処
理
さ
れ
て
お
り
、
処
理
に
伴
う
狩
猟
者
等

の
負
担
が
大
き
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
周
辺
市
町
も
対
象
と
し
た
広
域
的
な
処
理
施
設
の
整
備
が
必
要
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。 

 

四 

県
外
調
査 

 

１ 

群
馬
県 

 
 

 

群
馬
県
の
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
林
業
被
害
額
は
、
平
成
二
十
四
年
度
の
約
十
二
億
二
千
四
百
三
十
万
円
を
ピ
ー
ク
と
し
て

年
々
減
少
し
て
い
た
が
、
令
和
元
年
度
は
若
干
の
増
加
に
転
じ
、
約
五
億
五
千
九
百
四
十
一
万
円
で
あ
っ
た
。
被
害
を
及
ぼ
し

て
い
る
主
な
野
生
鳥
獣
の
捕
獲
総
数
は
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
増
減
を
繰
り
返
し
て
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
増
加
傾
向

に
あ
り
、
令
和
元
年
度
は
過
去
最
高
の
一
万
九
千
四
百
十
七
頭
で
あ
っ
た
。
内
訳
と
し
て
は
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
捕
獲
頭
数
が
最

も
多
く
、
令
和
元
年
度
は
九
千
三
百
四
十
頭
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

群
馬
県
で
は
、
平
成
二
十
六
年
度
に
「
群
馬
県
鳥
獣
被
害
対
策
基
本
方
針
」
を
定
め
、
被
害
対
策
の
基
本
で
あ
る
「
守
る
」

「
捕
る
」
「
知
る
」
対
策
を
地
域
住
民
、
市
町
村
、
県
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
て
総
合
的
、
計
画
的
に
実
施
し
て
い
る
。 

 
 

 

鳥
獣
被
害
対
策
の
実
施
体
制
に
つ
い
て
は
、
副
知
事
を
本
部
長
と
す
る
「
鳥
獣
被
害
対
策
本
部
」
が
鳥
獣
被
害
対
策
の
中
枢

と
し
て
全
県
的
な
対
策
の
方
向
付
け
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
に
お
け
る
課
題
等
を
県
の
施
策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
県

内
の
五
つ
の
農
業
事
務
所
ご
と
に
「
地
域
鳥
獣
被
害
対
策
推
進
会
議
」
が
組
織
さ
れ
、
地
域
へ
の
対
策
技
術
の
普
及
等
を
行
っ

て
い
る
。
平
成
二
十
一
年
六
月
に
は
、
日
本
獣
医
生
命
科
学
大
学
と
「
野
生
動
物
対
策
推
進
に
関
す
る
包
括
連
携
協
定
」
を
結

び
、
県
・
市
町
村
職
員
等
を
対
象
と
し
た
専
門
的
研
修
を
通
じ
て
の
人
材
育
成
や
野
生
動
物
に
関
す
る
共
同
研
究
な
ど
の
取
組

を
実
施
し
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
対
策
の
推
進
を
図
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
鳥
獣
被
害
対
策
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が
平
成
二
十

二
年
四
月
に
設
立
さ
れ
、「
地
域
や
農
林
業
者
が
被
害
減
少
を
実
感
で
き
る
対
策
の
実
現
」
に
向
け
て
、
県
内
市
町
村
が
取
り
組

む
被
害
対
策
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
部
局
が
所
管
す
る
対
策
関
連
事
業
の
調
整
を
行
う
な
ど
、
被
害
対
策
の
司
令
塔
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と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。 

 
 

 
地
域
ぐ
る
み
の
被
害
対
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
「
鳥
獣
害
に
強
い
集
落
づ
く
り
支
援
事
業
」
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
林
業
被
害
等
が
深
刻
で
あ
る
な
ど
の
地
域
住
民
に
よ
る
主
体
的
な
取
組
が
見
込
ま
れ
る
地
区
等

を
対
象
と
し
て
、
地
域
住
民
が
県
の
地
域
機
関
や
市
町
村
と
と
も
に
、
勉
強
会
・
研
修
会
の
開
催
、
集
落
環
境
調
査
・
整
備
、

捕
獲
体
制
の
整
備
な
ど
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
現
在
も
七
十
四
地
区
で
実
施
し
て
い
る
。 

 
 

 

人
材
育
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
獣
医
生
命
科
学
大
学
と
の
連
携
事
業
の
ほ
か
、
被
害
対
策
を
実
施
す
る
範
囲
に
応
じ
た
知
識
・

技
術
を
有
す
る
高
度
専
門
技
術
者
、
地
域
対
策
指
導
者
、
地
域
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
す
る
た
め
の
各
種
研
修
を
実
施
す
る
な
ど
、

必
要
な
人
材
を
必
要
な
場
所
に
確
保
す
る
た
め
の
体
系
的
な
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
し
、
専
門
技
術
者
等
の
確
保
を
図

っ
て
い
る
。 

 
 

 

隣
接
県
等
と
の
広
域
的
な
連
携
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
新
潟
県
、
埼
玉
県

及
び
群
馬
県
が
参
加
す
る
「
北
関
東
磐
越
六
県
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
対
策
連
携
会
議
」
を
年
に
一
回
開
催
し
て
お
り
、

県
境
に
お
け
る
広
域
的
な
被
害
対
策
の
実
施
や
各
県
が
有
す
る
鳥
獣
被
害
の
課
題
解
決
に
向
け
た
協
議
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
栃
木
県
及
び
埼
玉
県
と
は
、
個
別
に
実
務
担
当
者
に
よ
る
連
携
会
議
を
立
ち
上
げ
て
、
情
報
共
有
等
を
行
う
機
会
を
設

け
る
な
ど
、
隣
接
県
と
一
層
の
連
携
強
化
を
図
っ
て
い
る
。 

 

２ 

栃
木
県 

 
 

 

栃
木
県
の
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
業
被
害
額
は
、
平
成
二
十
八
年
度
の
約
三
億
八
千
万
円
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
近
年
は
減
少
傾

向
に
あ
る
。
令
和
二
年
度
は
約
二
億
六
千
万
円
で
、
こ
の
う
ち
、
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
被
害
額
が
約
一
億
二
千
六
百
万
円
と
全
体

の
約
半
分
を
占
め
て
い
る
。
令
和
二
年
度
は
約
一
億
二
千
六
百
万
円
で
あ
っ
た
。
林
業
被
害
額
は
、
平
成
二
十
七
年
の
約
二
億

七
千
万
円
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
近
年
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
令
和
二
年
度
は
約
一
億
二
千
万
円
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進
体
制
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
度
に
、
知
事
を
本
部
長
と
す
る
「
鳥
獣
被
害
対
策
本
部
」
と
県
内
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の
五
つ
の
地
方
機
関
ご
と
に
「
地
域
鳥
獣
被
害
対
策
連
絡
会
議
」
を
設
置
し
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
被
害
防
止
対
策
を
推

進
し
て
い
る
。 

ま
た
、
宇
都
宮
大
学
が
文
部
科
学
省
の
「
里
山
野
生
鳥
獣
管
理
技
術
者
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
、
同
大
学
と
連
携
し
て
、
地
域
に
密
着
し
た
野
生
鳥
獣
管
理
対
策
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
人
材
の
育
成
に

取
り
組
ん
で
い
る
。「
獣
害
対
策
地
域
リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
」
で
は
、
同
大
学
と
連
携
し
、
地
域
ぐ
る
み
の
獣
害
対
策
推
進
に
必

要
な
専
門
的
知
識
と
技
術
を
有
し
、
各
地
域
で
指
導
者
と
な
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
形
式
の
研
修
に
加
え

て
、
地
域
特
有
の
課
題
の
解
決
に
向
け
た
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
地
域
課
題
解
決
研
修
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
取
組
な

ど
に
よ
り
、
栃
木
県
で
は
、
令
和
三
年
四
月
時
点
で
、
一
般
社
団
法
人
鳥
獣
管
理
技
術
協
会
が
認
定
す
る
「
鳥
獣
管
理
士
」
の

資
格
を
全
国
で
最
も
多
い
百
二
十
一
人
が
取
得
し
て
い
る
。 

 
 

地
域
ぐ
る
み
の
被
害
対
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
「
と
ち
ぎ
獣
害
対
策
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
事
業
」
に
取
り

組
ん
で
お
り
、
農
林
業
被
害
が
深
刻
で
あ
る
な
ど
の
獣
害
対
策
が
必
要
な
集
落
に
、
専
門
的
な
知
識
や
技
術
を
有
す
る
鳥
獣
管

理
士
を
派
遣
し
、
集
落
点
検
や
被
害
対
策
の
計
画
作
成
を
住
民
と
協
力
し
て
行
う
な
ど
、
住
民
主
体
の
効
果
的
か
つ
継
続
的
な

獣
害
対
策
の
実
施
を
支
援
し
て
い
る
。
ま
た
、
令
和
三
年
度
は
、「
農
業
被
害
防
止
対
策
サ
ポ
ー
タ
ー
事
業
」
と
し
て
、
農
作
物

被
害
に
悩
む
個
別
の
農
家
に
対
し
て
、
鳥
獣
管
理
士
と
県
・
市
町
が
連
携
し
、
迅
速
か
つ
的
確
な
指
導
を
行
う
な
ど
の
支
援
も

行
っ
て
い
る
。 

 

３ 

株
式
会
社
馬
頭
む
ら
お
こ
し
セ
ン
タ
ー
（
栃
木
県
那
須
郡
那
珂
川
町
） 

 
 

 

株
式
会
社
馬
頭
む
ら
お
こ
し
セ
ン
タ
ー
は
、「
道
の
駅
ば
と
う
」
を
運
営
し
て
お
り
、
道
の
駅
ば
と
う
で
は
、
栃
木
県
の
八
溝

山
系
地
域
で
捕
獲
さ
れ
、
那
珂
川
町
イ
ノ
シ
シ
肉
加
工
施
設
で
加
工
さ
れ
た
野
生
の
イ
ノ
シ
シ
肉
「
八
溝
し
し
ま
る
」
を
使
用

し
た
食
品
や
料
理
を
販
売
・
提
供
し
て
い
る
。 

な
お
、
栃
木
県
で
捕
獲
さ
れ
た
イ
ノ
シ
シ
肉
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
出
荷
制
限
等
が
指



 

20 

示
さ
れ
て
い
る
が
、
那
珂
川
町
イ
ノ
シ
シ
肉
加
工
施
設
で
受
け
入
れ
、
全
頭
検
査
を
実
施
し
た
上
で
国
の
基
準
に
適
合
す
る
と

さ
れ
た
イ
ノ
シ
シ
肉
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
五
日
付
け
で
出
荷
制
限
が
解
除
さ
れ
て
い
る
。 

那
珂
川
町
イ
ノ
シ
シ
肉
加
工
施
設
は
、
町
営
の
施
設
で
あ
り
、
農
作
物
に
多
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
イ
ノ
シ
シ
を
捕
獲
し
、
そ

の
肉
を
地
域
資
源
と
し
て
特
産
品
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
作
物
へ
の
被
害
を
軽
減
す
る
こ
と
に
加
え
、
那
珂
川
町
へ
の
人

の
流
れ
を
創
出
し
て
地
域
の
活
性
化
を
図
る
目
的
で
、
平
成
二
十
一
年
四
月
に
整
備
さ
れ
た
。
総
事
業
費
は
三
千
八
百
万
円
で
、

年
間
の
処
理
能
力
は
五
百
頭
と
な
っ
て
い
る
。
捕
獲
さ
れ
た
イ
ノ
シ
シ
を
町
が
買
い
取
る
た
め
、
捕
獲
者
自
ら
が
埋
設
処
理
等

を
行
う
必
要
が
な
く
、
捕
獲
報
酬
も
通
常
ど
お
り
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
狩
猟
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。
施
設
の
運
営
等
に
係
る
予
算
は
令
和
元
年
度
で
約
二
千
二
百
八
十
万
円
で
あ
り
、
同
年
度
の
販
売
実
績
額
は
約
千

六
百
三
十
万
円
で
あ
っ
た
た
め
、
数
字
上
は
約
六
百
五
十
万
円
の
損
失
と
な
っ
て
い
る
が
、
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
頭
数
の
増
加
等

に
伴
い
、
同
年
度
の
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
農
業
被
害
額
は
、
平
成
二
十
四
年
度
比
で
約
七
百
二
十
万
円
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

町
と
し
て
は
、
全
体
と
し
て
採
算
が
と
れ
て
い
る
と
の
認
識
で
あ
る
な
ど
の
説
明
を
受
け
た
。 

 

五 

総
括
・
提
言 

こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
本
委
員
会
は
、「
拡
大
す
る
鳥
獣
被
害
の
現
状
と
防
止
・
軽
減
対
策
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
次

の
と
お
り
取
り
ま
と
め
た
。 

１ 

鳥
獣
被
害
の
防
止
・
軽
減
対
策
に
つ
い
て 

 
 

㈠ 

野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
を
効
果
的
に
防
止
す
る
た
め
に
は
、
農
業
者
だ
け
で
は
な
く
、
集
落
等
の
地
域
住
民
が

鳥
獣
被
害
を
共
通
課
題
と
認
識
す
る
と
と
も
に
、
地
域
ぐ
る
み
で
鳥
獣
被
害
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
県
は
、
引
き
続
き
鳥
獣
被
害
対
策
の
モ
デ
ル
地
区
を
設
定
す
る
な
ど
、
地
域
住
民
が
一
体
感
を
持
っ
て
継
続
的
に
鳥
獣

被
害
対
策
に
取
り
組
む
た
め
の
支
援
等
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
地
域
に
お
い
て
適
切
か
つ
効
果
的
な
対
策
知
識
が
共
有
さ
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れ
、
普
及
す
る
よ
う
、
専
門
技
術
者
等
の
定
期
的
な
派
遣
や
紹
介
等
の
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 
 

㈡ 

県
は
、
狩
猟
者
の
負
担
軽
減
及
び
感
染
症
対
策
の
観
点
か
ら
、
市
町
村
と
連
携
し
て
、
減
容
化
処
理
施
設
等
の
整
備
に
向

け
た
支
援
を
行
い
、
狩
猟
者
が
捕
獲
活
動
に
専
念
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、
市
町
村
単
位
で
処
理
方
法
が
異

な
っ
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
複
数
の
市
町
村
を
対
象
と
し
た
広
域
的
な
処
理
施
設
の
整
備
に
向
け
た
議
論
を
進
め
る
こ
と
。 

 
 

㈢ 

有
害
鳥
獣
に
よ
る
各
種
被
害
は
県
内
各
地
に
拡
大
し
て
お
り
、
防
疫
上
の
観
点
か
ら
も
広
域
的
な
対
策
の
強
化
が
必
要
と

な
る
こ
と
か
ら
、
県
は
、
ド
ロ
ー
ン
や
Ｇ
Ｐ
Ｓ
位
置
情
報
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
広
範
囲
か
つ
効
率
的
な
調
査
手
法
も
導

入
し
つ
つ
、
市
町
村
の
枠
を
超
え
た
広
域
的
な
捕
獲
対
策
等
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 
 

㈣ 

県
は
、
引
き
続
き
カ
ワ
ウ
に
よ
る
内
水
面
漁
業
被
害
の
実
態
把
握
に
努
め
つ
つ
、
今
年
度
策
定
し
た
管
理
指
針
に
基
づ
き
、

関
係
機
関
と
連
携
の
上
、
被
害
防
止
・
軽
減
に
向
け
た
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

２ 

狩
猟
者
の
育
成
・
確
保
に
つ
い
て 

 
 

㈠ 

県
は
、
鳥
獣
被
害
の
防
止
に
必
要
な
人
材
を
確
保
す
る
た
め
、
狩
猟
免
許
の
取
得
を
検
討
す
る
者
に
対
し
て
、
関
係
団
体

等
と
連
携
の
上
、
免
許
取
得
ま
で
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
狩
猟
者
及
び
関
係
団
体
等
の
捕
獲
活

動
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
も
、
一
層
の
財
政
的
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 
 

㈡ 

県
は
、
引
き
続
き
狩
猟
者
の
捕
獲
技
術
の
維
持
・
向
上
を
目
的
と
し
た
研
修
会
等
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
よ

り
高
度
な
技
術
や
知
識
を
有
す
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
研
修
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
で
、
効
率
的
か
つ
確
実
な
捕
獲
の

実
施
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
銃
猟
者
の
捕
獲
技
術
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
、
引
き
続
き
ラ
イ
フ
ル
銃
及
び
ス
ラ
ッ
グ
弾

の
射
撃
訓
練
場
の
更
な
る
整
備
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

３ 

ジ
ビ
エ
の
利
活
用
に
つ
い
て 

県
は
、
ジ
ビ
エ
の
流
通
販
売
に
よ
る
利
活
用
を
希
望
す
る
事
業
者
や
市
町
村
等
か
ら
相
談
が
あ
っ
た
際
に
は
、
資
源
利
用
に

関
す
る
適
切
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
出
荷
制
限
の
解
除
及
び
事
業
化
に
向
け
た
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 
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４ 

鳥
獣
被
害
対
策
に
係
る
推
進
体
制
に
つ
い
て 

 
 

㈠ 

県
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
一
元
的
に
情
報
を
集
約
し
、
全
県
的
な
対
策
の
方
向
付
け
を
行
う
組

織
体
の
設
置
や
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
効
果
的
な
対
策
を
集
中
的
か
つ
機
動
的
に
行
う
体
制
の
整
備
な
ど
、
組
織
体
制
の

抜
本
的
強
化
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 
 

㈡ 

県
は
、
大
学
や
民
間
団
体
等
の
研
究
機
関
と
連
携
し
て
、
鳥
獣
被
害
対
策
に
関
す
る
共
同
研
究
や
人
材
育
成
等
の
取
組
を

実
施
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
へ
の
支
援
体
制
の
整
備
を
含
め
、
野
生
鳥
獣
管
理
学
等
の
知
見
に
基
づ
い
た
被
害
対
策
の
推

進
を
図
る
こ
と
。 

㈢ 

県
は
、
県
境
に
お
け
る
広
域
的
な
被
害
対
策
の
実
施
を
図
る
た
め
、
隣
接
県
と
連
携
会
議
を
立
ち
上
げ
て
、
共
通
課
題
の

解
決
に
向
け
た
協
議
や
情
報
共
有
等
を
行
う
機
会
を
設
け
る
な
ど
、
一
層
の
連
携
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

以
上
、
こ
れ
ら
の
提
言
が
今
後
の
県
の
関
係
施
策
に
十
分
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
報
告
と
す
る
。 

  

令
和
三
年
十
一
月
十
九
日 
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